
様式第１号（第５条関係） 

倉敷市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書 

 

令和  年  月  日  

 

倉敷市長  伊 東 香 織  あて 

 

事 業 者  住 所 

 (所有者) 氏 名  

 

倉敷市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の交付を受けたいので、倉敷市がけ地近接等危険住

宅移転事業費補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。 

申請に当たっては、補助金交付申請に係る審査のため、納税（市税）に関する個人情報について、

関係機関に調査及び照会することに同意します。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年

を経過していない者を含む）に該当しないことを誓約します。また、必要な場合には、このことにつ

いて岡山県警察本部に照会することに同意します。 

１ 交付申請対象住宅 

 

２ 交付申請額の算出方法等 ※別記様式２により算出した額 

危険住宅の 

除却事業 

補助対象経費  円 

補助金交付申請額 ※１、０００円未満を切り捨てた額 円 

危
険
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
の

建
設
又
は
改
修
事
業 

建物 
補助対象経費 円 

補助金交付申請額 ※１、０００円未満を切り捨てた額 円 

土地 
補助対象経費 円 

補助金交付申請額 ※１、０００円未満を切り捨てた額 円 

敷地 

造成 

補助対象経費 円 

補助金交付申請額 ※１、０００円未満を切り捨てた額 円 

建物助成費の申請額の合計 円 

交付申請額の合計 円 

住宅 

所有者 

住 所  

氏  名   電 話  

危険 

住宅 

所在地（地名地番） 倉敷市  

建築時期・構造・階数     年   月 着工 ・    造 ・   階 

建築面積・延べ面積 建築面積：     ㎡ ・ 延べ面積：    ㎡ 

危険住

宅に代

わる住

宅 

所在地（地名地番） 倉敷市  

構 造 ・ 階 数         造 ・      階 

建築面積・延べ面積 建築面積：     ㎡ ・ 延べ面積：     ㎡ 

区分  建設 ・ 購入 ・ 改修 ・ その他（      ） 

事業予定年月日 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 



様式第１号（第５条関係） 

 

注１ 建物助成費における各補助対象経費の上限額は、移転先住宅の場所により変わりますので、要綱別表

で確認してください。 

注２ 建物助成費のうち敷地造成に要する費用は、移転先住宅の敷地が特殊土壌地帯等に該当する場合に申

請できます。 

 

３ 添付書類（添付した書類は添付の欄にチェックを入れてください。） 

番

号 
書類の内容 添付 

１ 

危険住宅の付近見取図、配置図（交付金要綱附属第Ⅱ編イ－１６－（１２）③

第１第２項第１号のいずれかの区域内であることが分かる図を含む。）、平面図

及び外観写真 

                                ＜要綱第５条第１号＞ 

□ 

２ 
危険住宅に代わる住宅（以下「移転先住宅」という。）の付近見取図、配置図、

平面図及び立面図                                  ＜要綱第５条第２号＞  
□ 

３ 

危険住宅及びその敷地に係る登記事項証明書その他危険住宅及びその敷地の所

有者が確認できるもの 

※申請日から３月以内に交付されたものに限る。    ＜要綱第５条第３号＞ 

□ 

４ 
危険住宅の所有者について、本市市税の滞納がないことを証する書類 

※申請日から３月以内に交付されたものに限る。    ＜要綱第５条第４号＞ 
□ 

５ 
補助事業に係る資金計画書（第２号様式） 

＜要綱第５条第５号＞  
□ 

６ 
危険住宅の除却等に要する経費の見積書 

＜要綱第５条第６号＞  
□ 

７ 
移転先住宅の建設、購入（これに必要な土地の取得を含む。以下同じ。）及び改

修に要する経費の見積書               ＜要綱第５条第７号＞ 
□ 

８ 

移転先住宅の建設、購入及び改修をするために要する資金の借入れを予定して

いる金融機関等において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借

入金利子相当額の計算表              ＜要綱第５条第８号＞ 

□ 

９ 
消費税の課税事業者である場合、がけ地近接等危険住宅移転事業に係る消費税

仕入税額控除確認書                ＜要綱第１４条第１号＞ 
□ 

10 
危険住宅の建築時期が確認できる書類（他の書類と兼ねることができる。） 

＜要綱第５条第９号＞ 
□ 

11 
その他市長が必要と認める書類 

＜要綱第５条第９号＞ 
□ 

 

 

 

 


